
業務委託契約書 

 

肺癌登録合同委員会事務局（以下、「甲」という）と ファルメディコ株式会社（以下、「乙」と

いう）とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条  本契約は甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立し、相互の利益と業務の発展

をはかることを目的とする。 

     なお、委託業務遂行に関する事務取扱の細目については、本契約の各条項で定めるほか、

甲乙協議の上取り決めるものとする。 

 

（業務の内容） 

第２条  甲は、別紙「業務委託仕様書」（以下「仕様書」という）に定める業務（以下「委託業

務」という）の全部または一部を乙に委託し、乙はこれを受託する。 

２  甲は、仕様書に掲げる委託業務については、本契約締結後、すみやかに乙に発注するもの

とし、それ以外のものについては、スケジュール、内容、実施方法等の詳細を甲乙協議の

上決定し、必要に応じて仕様書、手順書等を作成するものとする。 

３  甲または乙は必要があるときは委託業務の内容、実施方法等の変更および追加等を行うこ

とができるものとする。この場合、甲乙協議の上、委託業務の内容、実施方法、業務委託

料などを改めて決定するものとする。 

 

（注意義務） 

第３条  乙は、甲と緊密に連絡をとり、甲から乙への委託業務に係る業務指示等に基づき善良な

る管理者の注意をもって委託業務を遂行するものとする。 

 

（再委託） 

第４条  乙は自社の責任において、委託業務の全部または一部について、第三者に再委託できる

ものとする。 

 

（業務委託料） 

第５条 甲は委託業務に係る業務委託料、金1,400,000円及び消費税を乙に支払うものとする。 

２  乙は、本契約を締結した時、甲に対して来期の業務委託料及び消費税の請求書を提出する。

甲は、乙の適正な請求書を受理した時は請求書受領日から起算して３０日以内に乙の別

途指定した口座に振込んで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担

とする。 

３  経済事情の変動等により前項の業務委託料が不相当となったときは、甲乙協議の上これを

改定できるものとする。 

 



 

（業務完了確認）  

第６条  契約期間満了後、乙は甲に対して報告書として業務をまとめた書類を提出する。甲は、

その内容を検査し、検査に合格したときは、その合格日を業務完了確認日とし、業務完了

確認受領書を乙に通知する。 

 

（権利の帰属） 

第７条  甲は機械処理に関連して乙が開発し使用する処理仕様およびプログラムに関する著作

権等の権利について、乙が権利者であることを確認する。 

 

（資料等の貸与・保管・返却・廃棄） 

第８条  甲は委託業務の遂行上必要な資料等を（以下「資料等」という）を乙に貸与し、また委

託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。 

２  乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づ

く委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。 

３  乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複

製・編集等を行わないものとする。 

４  乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとす

る。ただし、その際の費用は甲の負担とする。 

 

（秘密保持） 

第９条  甲および乙は本契約に際して、または本契約に基づく委託業務遂行上知り得た双方の技

術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本契約

有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開

示・漏洩しないものとする。 

 

（事故処理） 

第10条  本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速や

かに相手方連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。 

 

（瑕疵および損害賠償） 

第11条  乙は処理成果物の納品後、当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見

された場合には、甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれを修正するものとする。 

２   前項以外の場合であっても本契約の履行に関し、甲または乙が重大な損害を被った場

合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できる

ものとする。 

３  本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づく業務委託料の金額を超えない範囲で、

甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（不可抗力） 



第12条  天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部

または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わな

いものとする。 

 

（解約） 

第13条  甲および乙は本契約期間中であっても、３か月前の予告期間をもって本契約を解約する

ことができるものとする。 

２  前項に基づく解約については、甲および乙は相手方に対しその事業に損害が生じないよ

う配慮するものとする。 

 

（契約期間） 

第14条  本契約の有効期間は、本契約締結の日から１年とする。 

 

（協議事項） 

第15条  本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに

信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。 

 

以上、甲乙間に契約が成立したので、本契約書を２通作成し、甲乙各１通を保有するものとする。 

 

令和６年１０月１日 

 

     甲：〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

                国立研究開発法人国立がん研究センター  

                中央病院 呼吸器外科 

       肺癌登録合同委員会事務局 

       事務局長 渡辺 俊一 

 

     乙：〒530-0041 大阪市北区天神橋1-9-5 アドバンス天神橋3F 

       ファルメディコ株式会社 

       代表者名：狭間 研至 





 

別紙 

 

業務委託仕様書 
 

【件名】 

 肺癌登録合同委員会事務局代行業務 

 

【委託内容】 

 

(1) 2016年全国肺癌登録中皮腫症例整理ならびにそれに付随する一切の業務(※1)。 

(2) 2021年第11次事業の運営に関する対応 (※2)。 

(3) 2022年第12次事業の運営に関する対応 (※2)。 

(4) 2023年第10次事業の症例整理ならびにそれに付随する一切の業務 (※1)。 

(5) 肺癌登録合同委員会ホームページ開発及び運用。 

(6) その他、甲乙協議の上決定された業務。 

※1 データクリーニング事業に関する業務は除く 

※2 対応内容に応じて別途相談となる場合があります 

 

 

【委託期間】 

 令和６年１０月１日 から 令和７年９月３０日の１年間 

 

【納入物】 

 

 最終業務報告書 １部 

電子データ  １部 

 


